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○ 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく

常時監視等の処理基準について（抜粋）（平成 13 年 5 月 31 日付け環水企第 92

号環境省水・大気環境局長通知令和 7年 2月 14 日改正） 

 

  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法律第 87 号。

以下「地方分権一括法」という。）が平成 12 年４月１日より施行された。同法の施行によ

り、都道府県及び市町村の事務は自治事務及び法定受託事務の２種類の事務として行われ

ることとなる。このうち法定受託事務は、本来国が果たすべき責務に係るものであるため、

地方分権一括法による改正後の地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「改正地方自治

法」という。）第 245 条の９第１項及び第３項に基づき都道府県又は市町村が処理する事務

の基準（以下「処理基準」という。）を国が定めることができるとされている。  

  このため、環境基本法（平成５年法律第 91号。水質保全関係部分に限る。）及び水質汚濁

防止法（昭和 45 年法律第 138 号）中の法定受託事務である環境基準の水域類型指定等に関

して、下記のとおり処理基準が定められたので、通知する。当該事務を行うに当たっては、

下記事項に基づき適切に実施されたい。  

  なお、これまでに発出された通知は、処理基準として明示的に引用されない限り、改正地

方自治法第 245 条の４第１項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしているの

で、引き続き活用されたい。  

 

記 

環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の 

処理基準  

  

第１ 環境基本法関係  

  水質汚濁に係る環境基準が類型を当てはめる水域を指定すべきものとして定められる場

合の水域の指定（以下「類型指定」という。）に関する事務は、環境基本法第 16 条第２項

に基づき、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令（平成５年政令第 371

号）別表に定める水域以外は、都道府県が法定受託事務として行うこととされた。都道府

県が事務を行う際には、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月環境庁告示

第 59 号。以下「告示」という。）に定めるほか、以下によることとする。 

１．類型指定の必要性の判断等   

  （略） 

２．類型指定を行うために必要な情報の把握について   

  （略） 
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３．類型指定を行う際の水域境界の判断   

  （略） 

４．類型指定の見直し 
上記１．～３．（略）に準ずることとする。 

また、水質汚濁の状況や利用目的の実態、科学的知見等に応じて、地域関係者と協議をし

た上で、柔軟に水域類型の指定及び適時適切な見直しを行うこと。この際、地域の利用の

態様に合わせて適切に水質を管理するため類型を見直す場合は、「水質の悪化を許容する

こと」には当たらないことに留意すること。なお、類型の見直し後は影響把握のため適切

な時期に必要な情報の把握・評価を行うこと。 
 


